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はじめに 

 個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利

益を保護することを目的とした法律「個人情報

保護法」は平成１７年４月に全面施行されまし

た。その後、世界中で ICT化の急激な進展によ

り、当初、法を制定した段階では想定されてい

なかった問題が起こるようになりました。 

 そこで、これらの問題に対応するために、平

成２７年９月に法改正が行なわれ、平成２９年

５月３０日から施行されることとなりました。 

 今回の改正のポイントとして、改正前は法の

適用がなかった５，０００人以下の個人情報を

取り扱う事業者についても、新たに本法が適用

されることとなり、この事業者には、自治会等

非営利組織も該当することとなります。 

自治会の皆様におかれましては、この手引き

を活用し、個人情報を適切に扱い、自治会の運

営の一助としていただければと思います。 
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１．個人情報を守るルール 

 

「個人情報」とは、自治会が活動するうえで

必要不可欠な情報です。具体的にどのようなも

のが個人情報かと言いますと、「生存する個人に

関する情報で、氏名・生年月日・住所・電話番

号その他の記述等により、特定の個人を識別で

きるもの」をいいます。本人が判別できる顔写

真等もこれにあたります。 

この個人情報を取り扱う際には、守るべきル

ールがあります。 

 

 

 

 

 

 



 

1) 個人情報を取得する際には、利用目的を限定

し、本人に通知する 

 

自治会で個人情報を会員から取得する際には、

どのような目的で利用するのか会員に伝え、

出来る限り限定する必要があります。ポイン

トは、あらかじめ本人に伝えることです。利

用目的については、総会や回覧などで定期的

に会員に周知することが大切です。 

 

【総会・回覧などでの周知例】 

【例】 

 

 

 

 

 

本自治会では自治会員の個人情報を、自治

会名簿の作成、総会資料、補助金申請の資

料、防災・防犯活動で利用し、これ以外の

目的で外部に提供することはありません。 

 



２）個人情報を第三者に提供する際には、本

人の同意が必要 

 

自治会の情報を第三者に提供する場合は、あ

らかじめ本人の同意を得る必要があります。

また、同意を得て第三者に提供した場合は、

提供した相手先、日時、目的等を一定期間記

録しておく必要があります。ただし、以下の

場合は例外なので、適用除外されます。 

 

A法令に基づく場合 

 ・警察や検察等から、令状による捜査（刑事

訴訟法第２１８条）があった場合 

 ・税務署長に対する支払調書等を提出する場

合（所得税法第２２５条第１項等） 

 B自治会員の生命・財産の保護をするために 

 必要であり、かつ、本人の同意を得ることが

困難である場合 



 ・災害時等の緊急連絡として個人情報を使用

する場合 

 C国、地方公共団体等に協力する必要がある

場合 

 ・行政の事業実施に必要がある場合 

 

３）個人情報を第三者に提供する・第三者から

提供を受ける場合 

 

 自治会員の個人情報を第三者に提供する場合、

または提供を受ける場合、その経過や相手先

を記録して、一定期間残しておくことが必要

です。巻末の「参考資料３」に記載例を掲載

しておりますので、参考にしてください。 

 

 

 

 



４）個人情報を安全に保管する 

 

 自治会員から提供を受けた個人情報を管理す

る際には、盗難や紛失をしないよう適切に管

理をする必要があります。例えば個人情報を

パソコン等で管理する場合や、データを送信

する必要がある場合には、ファイルにパスワ

ードを設定するなど、セキュリティ設定を高

めることが必要です。 

個人情報が漏えいし、当事者が損害を受けた

際には民法上の損害賠償、場合によっては刑

事罰に相当する事態になってしまう場合があ

ります。 

   

 

 

 

 



２．個人情報 Q＆A 

 

Q 

自治会が個人情報の利用目的を「できる限り特

定しなくてはならない」とありますが、どこま

で特定する必要がありますか。 

 

A 

ここでいう「できる限り」特定するとは、具体

的に本人にとって分かりやすいものであること

が望ましく、抽象的・一般的な内容を利用目的

とすることでは特定したことにはなりません。

例えば、「市役所の補助金申請の際に使用するた

め」や、「親睦会のボランティア保険に加入する

ため」等の利用目的を具体的に明示する必要が

あります。 

 

 



Q 

自治会員から取得した個人情報はいつ削除すれ

ばいいですか 

 

A 

国等が示すガイドラインでは、個人情報を利

用する必要がなくなったときは、必要以上に長

期にわたり不要に保管せず、削除することとさ

れています。自治会を運営するにあたって支障

がない範囲での管理をおこなってください。 

【利用する必要がなくなった時】とは、利用

目的が達成されたことにより、当該目的との関

係では当該個人データを保有する合理的な必要

が存在しなくなった場合や、その逆に、事業が

中止になった場合をいいます。 

 

 

 



 Q 

自治会員の個人情報を管理するための台帳等を

作成しなくてはいけませんか 

 

A 

自治会員の皆さんの個人情報の取り扱い状況を

確認できるような台帳を作成することにより、

どのような目的で誰に個人情報を提供したかを

明確にすることがでます。 

作成は義務ではなく任意ですが、個人情報の取

り扱いの管理を的確に行っていくためにも、効

果的な取り組みであると考えられます。 

 

 

 

 

 

 



Q 

自治会では毎年度会員名簿を更新しています。

前年度から変更がない会員の個人情報はそのま

ま利用することができますか。 

 

A 

変更がない自治会員の個人情報は、初めに情報

を取得した時点で利用目的を伝えていれば、そ

の利用目的の範囲内で、引き続き利用すること

ができます。 

 

Q 

集合住宅の入居者に自治会への加入の勧誘等を

するために、大家さんに入居者の個人情報を聞

くことはできますか。 

A 

この場合、入居者の方が大家さんに自治会への

情報提供をしてもよいという同意が必要です。 



３． 参考資料 

 

自治会で個人情報のルールを定める際に、現在

の会則等の改正、個人情報取扱基準等を作成す

ることが考えられます。具体的な内容は、各自

治会の状況に沿ったもので作成されることにな

ると思われますが、この項目で参考資料を例示

しますので、参考にしてください。 

 

【参考資料１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会則 

（個人情報について） 

第△条 本会が自治会活動を推進するために必要となる個人情

報の取得、利用、提供については、「個人情報取扱基準」を定め、

適正に運用するものとする。 

 

 

 

 

 

 



【参考資料２】 

（平成３０年〇月〇日） 

〇〇〇自治会 個人情報取扱基準 

 

（目的） 

第１条 本会が保有する個人情報の適切な取扱いに関する事項を定める 

ことによって、自治会活動の円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護す

ることを目的とする。 

 

（責務） 

第２条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、自治会

活動において個人情報の保護に努めるものとする。 

 

（周知） 

第３条 本会は、この個人情報取扱基準を、総会資料又は回覧等により少

なくとも毎年１回は会員に周知するものとする。 

 

（個人情報の取得） 

第４条 本会は、会長が「自治会加入届」などを、会員又は会員になろう

とするものから受理することにより、個人情報を取得するものとする。 

２   本会が会員等から取得する個人情報は、氏名（家族、同居人を含

む）、生年月日、性別、住所、電話番号、援護の要否、緊急連絡先その他

の事項で、会員等が同意する事項とする。  

 

（利用） 

第５条 本会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものと

する。 

（１） 会員の名簿、自治会の範囲図の作成 

（２） 会費の請求及び管理 

（３） 回覧その他文書の送付 

（４） 自治会の親睦会 

（５） 防災・防犯活動 

（６） 災害等の緊急支援活動 

（７） 市への補助金の申請 



（管理） 

第６条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管し、適正に管理

するものとする。 

２   不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 

 

 （提供） 

第７条 個人情報は、次に掲げるものを除き、あらかじめ本人の同意を得

ないで第三者に提供してはならない。 

  

（１） 法令に基づく場合 

（２） 自治会員の生命、身体及び財産を守ために必要な場合 

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために必要な場合 

（４） 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法

令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場

合 

（５） 社会福祉協議会、東久留米市自治会連合会、学校及びこれらに準

じる公共の福祉の推進を図る団体が、自治会に関する事務を遂行

することに対し、協力する必要がある場合 

 （訂正、利用の停止） 

第８条 本会は、保有する個人情報の訂正請求があった場合において、

請求の理由があると認められるときは、保有する個人情報の訂正を行う

こととする。 

 ２ 本会は、保有する個人情報の利用又は第三者への提供の停止請求

があった場合において、請求に理由があると認められるときは、保有す

る個人情報の利用又は、停止を行うものとする。 

 （苦情の処理） 

第９条 会長は、本会の個人情報の取り扱いについての苦情があったと

きは、適切かつ速やかに対応することに努めることとする。 
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